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葛飾区発達支援
パンフレット



～～ははじじめめにに～～  

 

葛飾区では、発達に課題のあるお子さんとその保護者が、地域で安心して生活し、
充実した保育や療育、教育を受けいきいきと暮らせる体制をつくるため、「葛飾区地
域療育システム検討会」を平成 18 年度から設置しています。 

その中では、発達支援を取り巻く情報の交換や支援のあり方について、区内療育機
関・幼稚園・保育園・小学校・特別支援学校・特別支援学級・庁内関係部署等の関係
者をメンバーとして検討・支援に取り組んでいます。 

 
 その中で作成したこのパンフレットは、お子さんの発達が心配な時に支援者が保
護者の相談にすみやかに対応できるよう、また相談先を紹介できるように、との目的
で作成しました。日々の支援に役立ててくださると幸いです。 
  

～～発発達達支支援援をを取取りり巻巻くく状状況況～～  

 

 令和 6 年 4 月 1 日に≪改正障害者差別解消法≫が施行され、『合理的配慮の提供』
が公的機関だけではなく、民間の事業者にも義務化されます。 

我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共
に生きる社会（共生社会）を実現することを目指しています。 

 
葛飾区として  
基本理念…一人ひとりが持つ可能性や能力を十分に発揮し、自立した生活を営み、地

域社会の中でともに支えあう一員として、いきいきと輝けるようにしま
す。 

発達相談の中で大切なポイント… 
①子ども一人ひとりの個性と能力に応じた丁寧に配慮された発達支援 
②保護者が子どもの発達特性を知り、理解するまでの過程への配慮と支援 
 

発達の特性があるために育てづらさを感じたり、またそれらを起因として、虐待等
につながったりすることのないよう、支援者である皆様と一緒にお子さんと保護者
をサポートしていきましょう。 
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　育児書や育児雑誌、インターネットの子育て掲示板などをながめていると、
情報があふれていて、よけいに心配になることはありませんか？
　また、パパママ学級でのお友だちや公園仲間、幼稚園や保育園のお友だちと
わが子を比べてしまうことはありませんか？
　子育てに悩みはつきものですね。子どもの個性はいろいろと頭ではわかって
いてもわが子の成長はとても気になるものです。
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幼稚園・保育園幼稚園・保育園

お友だちと仲良くできてる？

療育機関療育機関
子ども総合センター子ども総合センター
お子さんの発達に関する
様々な相談支援を行います。

落ち着きがないな・・・

ことばが遅い気がする・・・

 

保健センター保健センター

健診で、子どもの育ちについ

て相談してみよう・・・ 

食が細いんだけど、栄養は

足りてるのかな・・・  

児童館児童館
子ども未来プラザ子ども未来プラザ子ども未来プラザ

子育てについて色んな話し

をききたいな・・・

学 校学 校

相談支援事業所相談支援事業所

療育機関を利用している
お子さんやこれから利用
するお子さんへの相談支援
を行います。

専門的な訓練を 
受けたいんだけど・・・ 

総合教育センター総合教育センター

学校生活、うまくやっていけ

るのか心配・・・

医療機関医療機関 児童相談所児童相談所

児童委員児童委員
民生委員民生委員

ど ん な さ さ い な
ことでも、まずは
相談してください。

虐待や養育、愛の手帳
に関する相談支援を行

います。

どこに相談したらいいの？
お子さんの成長や子育てに関することで、気になることや困っていることはありませんか？
葛飾区内には、身近で相談できることがたくさんあります。
どんな些細なことでもかまいません。まずは相談してみてください。
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お子さんの成長や子育てについて相談できる機関お子さんの成長や子育てについて相談できる機関

児童発達支援事業とは？児童発達支援事業とは？

母母
ぼこくごぼこくご
国語国語がが日日

に ほ ん ごに ほ ん ご
本語本語でないでない方方

かたかた
へのごへのご案案

あんないあんない
内内

機関名 /年齢 乳幼児期（0~6歳就学前） 学齢期（6~18歳） 成人期（18歳～）
子ども総合センター

発達相談係 〇 × ×
子ども相談センター
子ども家庭係 〇 〇 ×

児童相談所 〇 〇 △
（入所児童等）

障害福祉課 〇 〇 〇
保健センター 〇 〇 〇

児童館・子ども未来プラザ 〇 〇 ×

幼稚園・保育園 〇 × ×

療育機関 〇
（児童発達支援事業）

〇
（放課後等デイサービス） ×

総合教育センター △
（就学相談のみ対応） 〇 ×

学校 　　　×　※ 1 〇 　　　×　※ 2
医療機関 〇 〇 〇

葛飾区における、お子さんの成長や子育てについて相談できる機関

※1、東京都立葛飾盲学校、東京都立葛飾ろう学校では、視覚や聴覚に障害のある 0歳から小学校入学
前の乳幼児の相談を行っています。
※ 2、東京都立ろう学校には、社会自立を支援する専攻科や、補聴相談があります。

　児童発達支援事業の説明や、各療育機関の詳細に関しましては、P13をご確認ください。また、
以下に掲載しております、葛飾区のホームページに、児童発達支援センターや児童発達支援事
業所に通うことになった場合の 1日の流れや 1週間の流れがイメージできるよう、Aさん　B
さん　Cさん　の 3事例を載せております。通う頻度や、支援の内容はお子さんの様子にあわ
せて様々になりますので、一例としてご覧ください。

葛飾区のホームページ（子どもの発達相談・ことばの相談）をご確認いただく際は、
こちらのQRコードをご活用ください。
『お子さんの成長や子育てについて相談できる機関』
『児童発達支援事業とは？』
『母国語が日本語でない方へのご案内』についても詳しく掲載しております。

　母
ぼ こ く ご
国語が日

に ほ ん ご
本語でない方

かた
のために、国

こくりつ
立障
しょうがいしゃ
害者リハビリテーションセンター発

はったつ
達障

しょうがい
害情

じょうほう
報・

支
しえ ん
援センターの「発

はったつ
達障
しょうがい
害に関

かん
する外

がいこくじん
国人保

ほ ご し ゃ む
護者向けパンフレット」をご紹

しょうかい
介しています。「や

さしい日
にほん ご ば ん
本語版」のほか 21か国

こく ご
語（例：英

えいご
語、中

ちゅうごくご
国語、韓

かんこくご
国語、タガログ語

ご
、ベトナム語

ご
、ネパー

ル語
ご
、ベンガル語

ご
、ミャンマー語

ご
等
とう
）に対

たいおう
応しています（令

れいわ
和 5年

ねん
11 月

がつ
にラオス語

ごばん
版が加

くわ
わ

りました）。下
か き
記のホームページにリンク先

さき
が載

の
っておりますので、ご確

かくにん
認ください。

詳
くわ
しくは、葛

かつしかく
飾区のホームページ（子どもの発

はったつ
達相
そうだん
談・ことばの相

そうだん
談）

https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000061/1003783/1003813.html
をご覧

らん
ください。
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関係機関一覧関係機関一覧

　小児科医、保健師、栄養士、歯科衛生士、助産師などによる乳幼児健康診査（該当する
ご家庭には個別に郵送でお知らせします）をはじめ、育児相談、2か月児の会、育児学級、
電話相談を実施しています（予約の必要な事業がありますので担当の保健センターにお問
い合わせください）。
　また、お子さんのくせやことばがなかなか出ないなどのご心配については心理相談員が
お話をうかがう心理経過観察（予約制）があります。ご相談の内容により専門機関へのご
紹介を行っています。お気軽に保健センターへご相談ください。

保健センタ一一覧
▶青戸保健センター� ☎	3602-1284
▶新小岩保健センター� ☎	3696-3781
▶金町保健センター� ☎	3607-4141
▶水元保健センター� ☎	3627-1911

▶子どもと家庭の総合相談　（☎	3602-1386）
　区内に住む 18歳未満のお子さんとその家庭に関する相談について、相談者のお話
をうかがいながら一緒に考え、問題解決に向けてお手伝いします。
　〜子育てについて〜　　　　　　　〜お子さん自身について〜
　〜近隣家庭について〜　　　　　　〜子育てに関する情報〜　　　など
▶就学前までのお子さんの相談　（☎	3602-1388）
　お子さんの発達に関する相談を心理士や言語聴覚士がお受けし、相談内容とお子さ
んの様子から関わり方や対応方法を一緒に考えていきます。
　〜ことばのやり取りが難しい〜　　〜発音が気になる〜　　〜落ち着きがない〜
　〜お友だちとうまく遊べない〜　　〜コミュニケーションが一方的〜　　　など

必要に応じ、医療機関や療育機関のご案内もいたします。
	青戸 4-15-14　健康プラザかつしか 2階

　楽しく遊びながら、子ども・親同士が交流できる子育てひろば『まるる』があり、
乳幼児向けの行事や講座を行っています。子育てに関する相談をお受けしています。
また臨床心理士による相談（予約制）も行っています。
	東金町 3-8-1　☎	5699-1224　≪相談専用≫ 5660-0004

保 健 セ ン タ ー

子ども総合センター

金町子どもセンター

（令和6年3月現在）

お住いの地域によって担当の保健センターがあります。

開所日は、各ホームページをご確認ください。

区ホームページ所管区域
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　総合教育センターでは学齢期に関する相談を受け付けています。
▶就学相談：	お子さんの持っている力を最大限発揮できる、よりよい教育環境について	

お子さん・保護者と一緒に考えます。
▶教育相談：	学校・家庭生活での悩み事やお子さんの性格や行動・発達などの心配ごと	

	について相談に応じています。
＊その他、心理検査や学校への専門家によるアドバイス、アイリスシート学齢期版支
援シートの発行、また、不登校児童・生徒を対象としたふれあいスクール明石があ
ります。ご希望の場合は在籍学校にご相談ください。
施設案内 		 	鎌倉 2-12-1（旧明石小学校内）　☎	5668-7601

相談支援事業所

総合教育センター

詳細は、各事業所へお問い合わせください。

　お子さんが療育機関等（児童発達支援・放課後等デイサービスなど）を利用する前に、
障害児支援利用計画を作成し（障害児支援利用援助）、通所支援開始後、一定期間ごと
にモニタリングを行う（継続障害児支援利用援助）等の支援を行います。
葛飾区の相談支援事業所
▶オリーブ相談支援事業所	 	亀有 3-16-15	 ☎	5629-5177

▶風の子相談室	 	西水元 5-11-3	 ☎	3600-0701

▶葛飾区子ども総合センター	 	青戸 4-15-14	 ☎	3602-1388

▶葛飾区子ども発達センター	 	堀切 3-34-1	 ☎	5698-1324

▶葛飾区自立生活支援センター	 	立石 5-13-1	区役所 201 番窓口障害福祉課内
	 ☎	5654-8628

▶きらら介護サービス亀有	 	青戸 8-9-16	 ☎	5650-2735

▶広伸会相談支援事業所	 	東新小岩 7-15-13	 ☎	3694-3398

▶相談支援事業さくら	 	四つ木 5-6-7	 ☎	6657-7945

▶相談支援事業所ひかり	 	亀有 2-22-11	 ☎	6231-2262

▶相談支援室ひまわり	 	東新小岩 6-13-12-102	 ☎	5654-7026

▶相談支援センターあおぞら	 	細田 5-16-11	 ☎	6458-0127

▶高砂発達支援センター	 	高砂 3-26-9	 ☎	6458-9565

▶にじいろ相談支援事業所	 	柴又 7-14-4	 ☎	6801-7851

▶相談支援事業所なないろ	 	西新小岩 4-4-20 マンションサンエイドA202 号
	 ☎	5875-6441

▶相談支援事業所つばさ	 	青戸 3-27-11 南葛ビル 3階	 ☎	5875-7283
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子育てについての相談子育てについての相談

特別支援学校で行っている相談特別支援学校で行っている相談

福祉についての相談福祉についての相談

医療についての相談医療についての相談　　※詳細は各所へお問い合わせください

��子ども総合センター
（健康プラザかつしか�2F） 	青戸4-15-14 ☎	3602-1386

��金町子どもセンター 	東金町3-8-1 ☎	5660-0004
��子ども未来プラザ鎌倉 	鎌倉1-7-3 ☎	3658-1800
��子ども未来プラザ西新小岩 	西新小岩4-33-2 ☎	5698-1700
��子ども未来プラザ東四つ木 	東四つ木2-15-11 ☎	5698-1702
��相談室がある児童館
新水元児童館 	東水元3-5-7 ☎	5660-0710 相談専用

の
電話番号
です

南新宿児童館 	新宿1-23-4 ☎	3627-1557
白鳥児童館 	西亀有1-18-6 ☎	3602-6821
小菅児童館 	小菅2-19-1 ☎	3601-6135

��見え方に心配のあるお子さんの相談
葛飾盲学校　乳幼児教育相談 	堀切7-31-5 ☎	3604-6435

��耳のきこえに心配のあるお子さんの相談
葛飾ろう学校　乳幼児教育相談 	西亀有2-58-1 ☎	3606-0121

��発達の遅れに関する相談
水元特別支援学校（葛飾エリアのセンター校）
水元小合学園

	西水元5-2-1
	水元１-24-1

☎	3600-1871
☎	5699-0141

��葛飾区基幹相談支援センター
「区役所2階201番�福祉総合窓口」 	立石5-13-1 ☎	5654-8628

��葛飾区児童相談所
　�愛の手帳の判定などに関する相談 	立石2-30-1 ☎	5698-0303

��都立東大和療育センターよつぎ療育園 	東四つ木4-44-1-101 ☎	5670-5131
��東京かつしか赤十字母子医療センター 	新宿3-7-1 ☎	5876-3511
��ひまわり歯科診療所
（葛飾歯科医師会館内）

	青戸7-1-20 ☎	3604-0089

��東京都立東部療育センター 	江東区新砂3-3-25 ☎	5632-8070
��東京都立北療育医療センター 	北区十条台1-2-3 ☎	3908-3001
��東京都立北療育医療センター城北分園 	足立区南花畑5-10-1 ☎	3883-5131
��心身障害児総合医療療育センター 	板橋区小茂根1-1-10 ☎	3974-2146
��国立成育医療研究センター 	世田谷区大蔵2-10-1 ☎	3416-0181
��国立国際医療研究センター国府台病院（児童精神科） 	市川市国府台1-7-1 ☎	047-372-3501

��東京都立心身障害者口腔保健センター 	新宿区神楽河岸1-1
セントラルプラザ(8.9F) ☎	3267-6480

��東京都立小児総合医療センター
（こころの電話相談室）

	府中市武蔵台2-8-29 ☎	042-312-8119

��東京都立大塚病院 	豊島区南大塚2-8-1 ☎	3941-3211

11
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子ども総合センター 発達相談係 03-3602-1388
（月～金 8：30 ～ 17：00）※詳細は各施設へお問い合わせください。

※児童発達支援事業とは？？
児童福祉法に基づき、発達に課題のある未就学児のお子さんが日常生活における基本動作や知識技能を習得し、
集団生活に適応することができるように、適切かつ効果的な指導及び訓練を行う事業のことをいいます。

＊	各施設を利用する場合は、受給者証の申請が必要になります（利用する内容によっては実費あり）。
　申請には条件がありますので、下記の子ども総合センター発達相談係または、各施設にお問い合わせください。
＊	就学前（3歳から）のお子さんの児童発達支援等の利用者負担が無償化になります。
＊葛飾区民の0歳から2歳のお子さんについては、葛飾区の独自助成の対象となり、無償となります。

設置・運営：葛飾区葛飾区子ども発達センター葛飾区子ども発達センター
所在地

対 象

〒124-0006
堀切3-34-1（ウェルピアかつしか１階）	 ☎5698-1324	 5654-1853
〒124-0006
堀切3-34-1（ウェルピアかつしか隣）	 ☎3693-2114	 3697-3022
〒125-0032
水元4-6-15（水元憩い交流館2階）	 ☎3826-5828	 3627-0058
〒124-0025
西新小岩4-33-2（にこわ新小岩2階）	 ☎5654-3691	 5654-3692

◇長時間支援クラス（4～ 5時間／本園・新小岩分室）
	・重症心身障害児/医療的ケアを必要とする・疾病や障害により運動機能に著し
い遅れがある・日常生活上の発達課題がある３歳（※４月１日時点の年齢としま
す。）から就学前の児童。
◇短時間支援クラス（2時間／堀切分室・水元分室・新小岩分室）
	・日常生活動作は概ね自立しているが、発達上の課題がある３歳（※４月１日時点
の年齢とします。）から就学前の児童。
◇親子クラス（2時間・親子／本園・新小岩分室）
	・重症心身障害児/医療的ケアを必要とする・疾病や障害により運動機能に著しい
遅れがある・日常生活上の発達課題がある１歳半（利用時の年齢とします）から
概ね3歳までの児童。

（令和6年3月現在）

区区 内内 のの 療療 育育 機機 関関
＊児童発達支援センター・児童発達支援事業所＊＊児童発達支援センター・児童発達支援事業所＊

新小岩分室④

水元分室③

堀切分室②

本 園❶
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設置・運営：社会福祉法人�のゆり会

所在地

対 象

施設の特徴

施設の特徴

事業内容

〒125-0061
亀有2-22-11	 ☎6231-2262　 6231-2264
◇児 童 発 達 支 援：発達に遅れのある0歳〜就学前
◇放課後デイサービス：小学1年生〜高校3年生

◇児童発達支援　
	 4時間療育（月〜金の週5日毎日通園クラス／週1〜 2日保育園・幼稚園併用ク
ラス）

	 1時間療育（週1日1時間　0歳〜 2歳を対象にしたプレトレーニンググループ）
◇放課後等デイサービス　
	 週1日1時間のグループ指導（送迎はありません）
◇保育所等訪問支援　
◇相談支援事業所　『相談支援事業所ひかり』　

早期療育として0歳児からの受け入れを行っております。日々の通園やグループ指
導を通して、生活習慣や社会性などの将来の自立に必要な力や運動・認知・言語コ
ミュニケーションの力を育みます。毎日通園クラスでは、お誕生日会や運動会など
の行事活動も行っております。
　開園日：平日のみ（土日祝は休館）
　バス送迎：毎日通園クラス在籍の方のみ（バス利用には条件があります。放課後
等デイサービスはバス送迎はありません。）

のぞみ学園かめありのぞみ学園かめあり

事業内容 ◇児童発達支援(本園・各分室)
	 児童の発達課題に応じた小集団支援・個別支援を行います。
◇保育所等訪問支援（本園）
	 児童が在籍する保育園や幼稚園等を訪問し、集団生活への適応のための支援を行
います。

◇居宅訪問型児童発達支援（新小岩分室）
	 医療的ケア等で外出が難しい児童を対象に、専門職がご自宅を訪問し「あそび」
を通して発達を促す取り組みを行います。

◇相談支援事業所　『葛飾区子ども発達センター』　相談室めろん
	 相談支援専門員が子ども発達センターを利用している児童の日々の生活や、福祉
サービス等の社会生活に関する相談支援を行います。

◇緊急・一時保育事業（本園）
	 保育所等で（障害等により）一時保育の利用ができない児童を対象に、一時保育
を実施しています（医療的ケアが必要な児童は、利用できません）。

	 ※事前登録と別途利用料がかかります。

児童の発達課題に応じて小集団のクラスごとに療育を実施しています。
併せて、個別支援を組み合わせ、月1回程度、お子さんと職員1対１で取り組みま
す。
個別支援は、お子さんの発達段階に合わせた専門職が担当します。
長時間支援では児童に合わせた食形態で給食提供をしています。

❺
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設置・運営：シンビオシス株式会社

所在地

対 象

施設の特徴

事業内容

〒125-0052
柴又4-11-7	1階	 ☎6806-9780　 6806-9781
◇児 童 発 達 支 援：0歳〜就学前
◇放課後等デイサービス：6歳〜 18歳

◇重症心身障害児・医療的ケアを必要とする児童のデイサービスです
◇医療的なケアや機能訓練、療育を発達の状況やご要望に合わせて専門職員（看護
師・機能訓練士・保育士等）が行います

◇児童発達支援
　（送迎対象エリア：葛飾区・足立区・江戸川区）
◇放課後等デイサービス
　（送迎対象学校：都立水元小合学園・都立花畑学園・都立⿅本学園）

あしたも笑顔 anelaあしたも笑顔 anela

設置・運営：社会福祉法人�常盤会⾼砂発達支援センター⾼砂発達支援センター
所在地

対 象
利用定員

基本方針

事業内容

〒125-0054
高砂3-26-9	 ☎6458-9565　 6458-9566
◇発達に課題のある就学前の児童

◇1日40名

◇発達の気になる子ども一人ひとりの個性やニーズを的確に把握し、一人ひとりの能
力や可能性を最大限に伸ばす療育を行い、子ども自ら育つ基盤づくりを行います。

◇児 童 発 達 支 援：		「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュ
ニケーション」「人間関係・社会性」の5領域にわたって
子どもたちを支援いたします。

◇保育所等訪問支援：		在籍する保育園・幼稚園などに訪問して支援を行います。
◇障 害 児 相 談 支 援：		児童発達支援を利用するための障害児支援利用計画の作

成や保護者の方からの様々な相談に応じます。
◇相 談 支 援 事 業 所	『高砂発達支援センター』

❻

⑦
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設置・運営：ソラアル株式会社

所在地

対 象

事業内容

〒125-0061
亀有5-34-10	ドエル亀有201	☎5856-2783　 5856-2789
亀有5-27-8-201	 ☎5856-2248　 5856-2789
◇児童発達支援：〜就学前　◇放課後等デイサービス：6歳〜 18歳

亀有駅よりすぐにある	『ソラアルSSE』	は、指先が器用でない・友だちづきあいが
苦手などの発達が気になるお子さま、また板書が苦手・計算ができないなど学習に
困難感を持つお子さま、等々へサポートを行う教室です。
療育をベースに様々な体験を通して自己認知やソーシャルスキルを磨きながら、こ
ども達自身が自分の居場所として楽しむことのできる場所を、と考えながら教室の
運営を行っております。主に、運動療育や造形課題などを通じて、身体・手先・感
情コントロールなど基礎情緒・身体発育の向上を目的とした活動をしております。

※詳しくは、ホームページ、またfacebookをご参照ください。　（「ソラアルSSE」で検索）

LD サポート・療育ソラアル SSE・PIALD サポート・療育ソラアル SSE・PIA

設置・運営：株式会社共栄オーメックウィズ・ユー葛飾区役所前・ウィズ・ユー柴又ウィズ・ユー葛飾区役所前・ウィズ・ユー柴又
所在地

対 象

施設の特徴

事業内容

〒124-0012
立石7-10-21・柴又6-7-4		☎5875-6657・5876-8776

お子様が主体となって自発的に活動ができるようにご支援させていただきます。
いろいろなプログラムをおこないますが、無理に強いるという事はしません。
小集団活動はおこないますが、強制的に参加させる事はなく自ら「参加をしたい」と思
えるよう関りをおこなっております。
WITH・WE’S-WISDOMの精神でお子さんの成功を祈りうまくいく方法を教えてい
くだけではなく、一緒に考えていきたいと思っています。

◇児 童 発 達 支 援：		日常生活の訓練を中心に集団活動で困らないように支援
いたします。

◇放課後等デイサービス：		宿題や学習支援、生活習慣やコミュニケーション、社会
性などを支援いたします。学校やご自宅〜ご自宅への送
迎をおこなっております。（送迎範囲あり）

※葛飾区役所前には、言語聴覚士・柴又教室には、作業療法士が在籍しております。

⑧

⑩

⑨

⑪

S S E

P I A

◇児 童 発 達 支 援：0歳〜就学前
◇放課後等デイサービス：6歳〜１８歳
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設置・運営：NPO法人�風の子会風 の 子 キ ッ ズ風 の 子 キ ッ ズ

葛飾幼児グループ葛飾幼児グループ

施設の特徴

〒125-0031
西水元5-11-3	 ☎3600-0701　 3600-0701
◇1歳〜就学前

◇児 童 発 達 支 援：⾵の子キッズ（1歳〜就学前）
◇放課後等デイサービス：かつしか⾵の子クラブ（小・中・高校生）
◇相 談 支 援 事 業 所：『⾵の子相談室』
◇地域生活支援活動：⾵の子サークル（高校卒業以上）

◇小集団でのグループ活動と、定期的な個別指導を通して、子どもたちの発達を支援し
ます。

◇親子通所を通して、家庭支援、養育支援を行います。
	「感覚・造形あそび」「親子ふれあいあそび」「運動課題」「認知課題」等、年齢に応じた
活動に取り組みます。

所在地

対 象

事業内容

設置・運営：NPO法人�葛飾幼児グループ

所在地

対 象

施設の特徴

〒124-0011
四つ木5-6-7	 ☎6657-7945　 6657-7946
◇1歳〜就学前

◇児 童 発 達 支 援：葛飾幼児グループ
◇子 育 て 支 援：親子相談室いちご(月１回､ 1歳〜 3歳まで・葛飾区の助成金
　　　　　　　　　　	利用で無料)
　　　　　　　　　　	ヒップホップ教室SPARKLE（月2回、小中高校生対象、有料）
　　　　　　　　　　	おもちゃ図書館えがお（月1回、乳幼児とその家族対象、無料）
◇相談支援事業所：『相談支援事業さくら』

親子活動を通じて親子の愛着を育て、「親子あそび・運動あそび・感触あそび」を中
心にさまざまな活動を行います。食事や排泄など年齢に応じた基本的な生活習慣の
獲得や、集団参加への力を養います。また、保護者同志の繋がりを大切にし、家庭
支援を行います。

事業内容

⑫

⑬
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設置・運営：株式会社アイ・エス・シーコペルプラス金町教室コペルプラス金町教室

施設の特徴

〒125-0041
東金町３-31-4ユニレジデンス金町102	☎5672-9771 5672-9772
◇児童発達支援：0歳〜就学前

◇個 別 レ ッ ス ン（ 1 時 間 ）：定期受講コースです。
◇集団レッスン	（	2〜6名　1時間	）：定期受講コースです。
◇コミュトレクラス（1時間）：オプション受講できます。
いずれも送迎はありません。保護者さまに療育の様子を見て頂き、指導員と療育の
様子をお話していただく時間を設けています。

コペルプラス金町教室はJR金町駅から徒歩5分、京成金町駅より徒歩7分にあり、通い
やすい立地にあります。
発達にでこぼこのある子どもの、自己肯定感を育むことを大切にしています。「より良い
自分になりたい」という本能的な欲求を大切に、できないことの訓練ではなく、楽しい
遊びを通して子どもの能力を引き出します。「できることが増えるのは世界が広がること、
楽しいことが増えること」を合言葉に、子どもが自ら幸せになる姿を目指しています。

所在地

対 象

事業内容

設置・運営：NPO�法人ダッシュ

所在地

対 象

施設の特徴

事業内容

〒124-0005
宝町2-6-14	 ☎6657-7544　 6657-7545
◇児童発達支援（重症心）：0歳〜就学前
◇放課後等デイサービス（重症心)：小学生〜高校３年生

◇重症心身障害児のお子様を対象としています。
◇看護師が常駐！医療的ケアが必要なお子様の受け入れが可能です。
◇入浴設備があるので、お子様の入浴のお手伝いを致します。
	（希望者多数のため、現在は空き待ちです。詳細はお問い合わせください。）
◇車いすのまま乗車できる、リフト付き車両を２台所有しています。

◇季節の行事や製作など、あそびの時間を大切にしています。
◇近所の堀切菖蒲園や線路沿いをよくお散歩しています。
◇必要な医療的ケアは保護者様と主治医の指示のもと実施しています。
◇Instagramと	Facebookで活動を紹介しています。
◇放課後等デイサービスのみですが、新小岩にも事業所があります。

重症児デイサービスdash重症児デイサービスdash

⑭

⑮
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設置・運営：株式会社ツバサ
＊日本でいちばん大切にしたい会社大賞受賞企業＊

つばさクラブ青砥駅前・青砥つばさクラブ青砥駅前・青砥・・⾼砂⾼砂

困難さのあるお子さまへの高い進学・就職指導実績、合格実績を誇る翼学院グループ
ならではのワンストップサービスが特長。「生涯にわたって生きていくための力」を育
成します。思考力、判断力、社会適応力、言語力、生活習慣を養う療育訓練を行います。
聴覚障がい・難聴のお子さまの療育にも全面的に力を入れています。
相談支援事業所つばさ、発達検査等に基づく心理・教育アセスメントを
用いた個別指導とクラス指導の翼学院（対面・オンライン塾）、ベネッセ
英語教室BEstudio、第一薬科大学付属高等学校学習センターが併設さ
れているので、将来への不安がある方もご相談ください。

施設の特徴

事業内容

所在地

対 象 ◇つばさクラブ青砥/高砂：０歳〜高校３年生の発達に課題があるお子さま
◇つばさクラブ青砥駅前：小学1年生〜高校３年生の発達に課題があるお子さま

◇児童発達支援・放課後等デイサービス
・相談支援事業所　『相談支援事業所つばさ』

翼学院キャラクター
つばさくん　つばさちゃん

設置・運営：株式会社アニスピホールディングスジュガール西新小岩　ジュガール西新小岩　

施設の特徴

〒124-0025
西新小岩3-26-5	 ☎5654-6211　 5654-6211
◇児童発達支援：3歳〜就学前
◇放課後等デイサービス：１８歳まで

ジュガールの意味の一つの「独創的な方法によって規則を上手い具合に曲げて解決」
をコンセプトに“遊ぶ”をテーマにした場所になっています。

約２００平米ほどの広い施設です。トイレは３か所あり　隣は公園　抜群の療育環
境でのびのびとそのお子様らしくを表現できます。ビジョントレーニング・cyber
スタジアム・感覚統合とプログラムも充実してます。
人間福祉と動物福祉の追求
私たちは、「イシュー・ドリヴン・カンパニー」（社会課題を解決することによって成長し
ていく会社）を掲げ
障がい者のハウジングファーストと動物の殺処分ゼロをミッションとして事業に取り組
んでいます。

所在地

対 象

事業内容

⑯

⑱
⑰

〒125-0062
青戸3-27-11-2F	 ☎3602-2831　 3602-2831
〒125-0062
青戸6-4-25-102	 ☎3601-1283　 3601-1283
〒125-0054
高砂8-28-12	 ☎3608-2830　 5876-9283

青砥駅前

青 砥

高 砂
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施設の特徴

事業内容

設置・運営：社会福祉法人のゆり会

所在地

対 象

〒125-0054
高砂7-26-3	 ☎3627-9029　 5660-1600
◇児 童 発 達 支 援：未就学児
◇放課後等デイサービス：小・中・高校生

◇専門家による支援の実施（発達検査・アセスメントに基づく療育）
◇プレトレーニングの実施
◇ペアレントトレーニング等の保護者支援
◇地域連携

◇児童発達支援：小集団療育、個別療育、保護者カウンセリング等
◇放課後等デイサービス：小集団療育、社会学習支援（調理・外出等）、保護者カウ
　　　　　　　　　　　　ンセリング等
◇未就学児プレトレーニング（月1回小集団療育／葛飾区の助成金利用で無料）
◇ペアレントトレーニング：利用児の保護者を対象に実施（希望制・要申し込み）
◇地域連携：園や学校とのアイリスシート・電話・支援会議等での情報共有等
＊送迎サービスの実施は無

のぞみ発達クリニックのぞみ発達クリニック

設置・運営：株式会社ウッディ

所在地

対 象

事業内容

〒125-0041
東金町3-41-27	 ☎5876-6577　 5876-6577
重い障害や医療的なケアを必要とする。
◇児 童 発 達 支 援：0歳〜就学前
◇放課後等デイサービス：小学生〜高校生

◇児童発達支援　
◇放課後等デイサービス
◇生活介護

◇重症心身障害児、医療的ケアを必要とする児童と保護者のために療育、保育、看
護を通し、季節ごとの花や野菜を植え触れさせる機会を作ることで生活機能の向
上を目指します。

◇アロママッサージやベビーマッサージを取り入れ心が安らげるよう心身の安定を
サポートします。

ナーシングルームぽのぽのナーシングルームぽのぽの⑲

⑳

施設の特徴

20



設置・運営：株式会社ウッディはーと DE サンタはーと DE サンタ

施設の特徴

〒125-0032
水元3-9-11	 ☎5876-3789　 5876-3789
◇重い障害や医療的なケアを必要とする
　児 童 発 達 支 援：0歳〜就学前
　放課後等デイサービス：小学生〜高校生

◇児童発達支援
◇放課後デイサービス

◇重症心身障害児・医療的ケアを必要とする児童学童と保護者のために療育・保育・
看護を通して生活機能の維持・向上を目指します。

◇関連機関と連携をしながら日々の生活が豊かになるようにサポートします。

所在地

対 象

事業内容

設置・運営：コノアス合同会社
児童発達支援　はぐちるランド水元・はぐちるランド綾瀬児童発達支援　はぐちるランド水元・はぐちるランド綾瀬

はぐちるランドでは、子育てに「最適な環境」と「学び」を取り入れています。
様々な経験を通し、成長を促進しながら、豊かな心と健康な体を育てていきます。

施設の特徴

所在地

対 象 発達に悩みのある就学前の児童（お気軽に電話・公式LINEにてお問合せ下さい）

㉓
㉒

〒125-0032
水元1-26-8佐藤ビル2F
☎5876-6704　 5876-6708
〒124-0002
西亀有2-20-5	MUSE綾瀬201
☎6240-7746　 6240-7793

㉑
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設置・運営：株式会社愛和ハッピーテラスキッズ葛飾金町ルームハッピーテラスキッズ葛飾金町ルーム
所在地

対 象

事業内容

〒125-0042
金町3-20-9	トラステー金町1階	 ☎6231-3685	 6231-3686
◇〜就学前

その１　子どもは絶対成長するという信念をもって必要なトレーニングを行います！
その２　子どもたちに「自信」をもたせ自立を目指すお手伝いをします！
その３　アプローチ手法にこだわらず、柔軟にトレーニングを行います！

児童発達支援／
発達段階やご要望に応じて、先生とマンツーマンで行う『個別療育コース』と、２
〜5名で行う『幼稚園準備コース』『ソーシャルスキルコース』『小学校準備コース』
からなる小集団療育を提供いたします。

スケジュール

理 念

設置・運営：一般社団法人フロレゾン

所在地

対 象 ２歳以上〜１８歳未満のお子様

おやつ代100円/日，追加で食したパン等や創作的活動に係る材料費
（調理実習・工作・イベント参加（材料）費）の実費

個別療育
①10：30〜 12：00
②13：00〜 14：30

グループ療育
③14：00〜 17：30

＜休業日＞
　日曜日　　　				5/3〜5/5
　8/11〜8/15	 12/30〜1/4

ぷれゾンクラブでは、お子様の発達面、認知・学習面、ソー
シャルスキル面、身体・運動面の向上を目指します。
楽しく学び『気づき』を得ながら１つでも多くの事を自分の
力（生きる力）として獲得し、開花していく事を目指します。
是非、一度ご見学にお越し下さい。

ぷれゾンクラブ金町ぷれゾンクラブ金町 ぷれゾンクラブ Findぷれゾンクラブ Find㉕
㉖

〒125-0041
東金町3-41-18
☎5876-6537	 5876-6539

〒125-0035
南水元4-12-21-1F
☎5876-6685	 5876-6687

施設の特徴

費 用

【雪だるまライト】

【サーキット】

㉔
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◇生活介護（18歳〜）
　障害の程度が重く、地域の他施設では受入が困難な方の通所事業。
　人工呼吸器利用、気管切開などの濃厚な医療的ケアの必要な方の通所にも対応しています。
◇児童発達支援（1歳〜就学前）
　障害の程度が重く、地域の他施設では受入が困難な方の通所事業。
　人工呼吸器利用、気管切開などの濃厚な医療的ケアの必要な方の通所にも対応しています。
◇診療所
　通所者をメインとした重症心身障害児者の方の日常健康管理。
　利用者の皆様の病院主治医・在宅医療機関の主治医と連携して診療を行います。
　運動機能障害のリハビリテーションや補装具の相談にも対応しています。

よ つ ぎ 療 育 園よ つ ぎ 療 育 園 設置：東京都
運営：全国重症心身障害児（者）を守る会

◇重症心身障害児者の方のうち、障害が重いことなどを理由に他施設での受入が難しい方。
◇通所：幼児（1歳〜就学前まで）、成人（18歳〜）
◇外来：重症心身障害児者の小児・成人。
（詳しくは当園までお問い合わせください）

〒124-0014
東四つ木4-44-1-101	 ☎5670-5131　 5670-5300

施設の特徴 ◇濃厚な医療的ケアを必要とする方の通所施設です。
◇診療所も併設し、通所者の日常健康管理をメインに診療を行っています。
◇診療科は内科、小児科、整形外科、リハビリテーション科を標榜しています。

所在地

対 象

事業内容

設置・運営：学校法人二葉学園ふたばこどもセンターふたばこどもセンター

施設の特徴

〒125-0042
金町2-15-8	 ☎5672-9828　 5672-9928
満2歳〜就学前

葛飾二葉幼稚園のテーマでもある『遊びは学び、学びは遊び』を大切にしています。
小集団での療育を行い、お子さまの「できた！」をたくさん経験して積み重ねるこ
とができるよう支援を行います。

所在地

対 象

㉗

㉘

知っとくメ
モ

療育機関（児童発達支援）を利用したい！！
　　　　でもどうしたらいいのかしら…？？
療育機関（児童発達支援）を利用したい！！
　　　　でもどうしたらいいのかしら…？？

児童通所サービス受給者証が必要になります

相談支援事業所相談支援事業所

区役所区役所

保護者保護者

児童発達支援センター
児童発達支援事業所
児童発達支援センター
児童発達支援事業所

◇お子さんの心身の状況や
環境、保護者の意向など
を踏まえて「障害児支援
利用計画案」※1の作成を
行います。

◇通所給付要否および支
給量の決定を行います。

◇児童通所サービス受給
者証の発行を行います。

※１　サービスを効果的に利用するために、マネジメントするものです。発達に課題の
あるお子さんが、児童発達支援などのサービスを利用する際に必要です。ご本人
やご家族が作成することも可能です。詳しくは相談支援事業所
または下記にお問い合わせください。

問い合わせ先：子ども総合センター　発達相談係　3602-1388
（月～金　8：30～17：00）

① 相　談

③ 

発
　行

② 申請代行

④ 利用開始！
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発
　行
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④ 利用開始！
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区内では『連携ファイル』を活用し、
支援のリレーを行っています

  連携ファイルとは・・・
■連携ファイルは、お子さんの力をいかした生活が送れるように、保護者とお子さんを
支援する機関（保育園、幼稚園、学校、療育機関等）が協力して作成するファイルです。
■それぞれの機関が園や療育機関でのお子さんの様子や支援の状況を、保護者の方を通
じて共有し連携を図ることで、お子さんのより良い支援にいかすことを目的としてい
ます。情報を共有する中でお子さんの成長を促すかかわりをみつけていくことも目的
としています。
■就学時には学校が幼児期のお子さんの様子や支援内容を引き継ぎ、さらに一貫した支
援体制を作ることをねらいとしています。

		中身は・・・
　連携ファイルは、お子さんが安心して過ごせるように必要な支援や環境づくりに必要な
情報をまとめたものです。
■私の紹介
葛飾区内の相談・療育機関（子ども総合センター、児童発達支援センター、児童発達
支援事業所、相談支援事業所など）の共通の面談用資料です。
■アイリスシート
お子さんの得意なことや苦手なこと、配慮の方法を引き継ぐために、現在通っている
園や学校、療育機関等が年に 1回作成するシートです。お子さんの利用している機
関により、園用、療育機関用、連絡用の 3種類があります。
■連携機関リスト
お子さんが関わっている関係機関のリストです。
情報提供の可否について保護者にご記入いただく欄がありますので、A園には見せて
もいいけれど、B機関には見せたくないというような場合には、情報提供の可否欄を
それぞれ で囲んでください。　 のついた機関や園には情報提供を行いません。

		連携ファイルの作成方法は・・・
■連携ファイルは、主に葛飾区内の相談支援事業所、葛飾区子ども総合センターで、お
子さんについての相談時に作成しています。
■連携ファイルの各書式は区のＨＰからダウンロードできます。

		連携ファイルの活用方法は・・・
■連携ファイルの管理は保護者の方にお任せしています。お子さんの支援に必要な情報
を必要な場所へ提供する際に、この連携ファイルを活用してください。
■就学をむかえるお子さんの場合、学校に進学する際の準備にも活用できます。学校へ
の引き継ぎ資料としてお役立てください。
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｢連携ファイル｣による支援のリレーを行います

連携ファイル連携ファイル

私の紹介
区内共通の面談用資料です。
お子さんの基本的な状況が記入されて
います。

アイリスシート
保護者と支援機関が協力して作成する
連携シートです。お子さんの得意苦手、
配慮方法などを引き継ぎます。

お子さんの療育のために、支援に関係する機関は保護者の同意に基づき、
｢連携ファイル｣を通じて情報を共有し、連携しながら支援の充実を図ります。

連携
ファイル
連携

ファイル

子ども
総合センター
子ども

総合センター

保護者保護者

相談支援事業所
療育機関

相談支援事業所
療育機関

連携
ファイル
連携
ファイル

連携
ファイル
連携
ファイル

連携
ファイル
連携

ファイル

保健センター
医療機関
保健センター
医療機関

学童クラブ・
幼稚園・

保育園・学校

学童クラブ・
幼稚園・

保育園・学校
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